
 

 
 

  

 

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準等 

に係るフォローアップ会議の設置（案）について 

 

＜設置趣旨（案）＞ 

○ これまでに改正した建築設計標準等（小規模店舗も含む）に係る

整備内容について、継続的に学識経験者、各関係団体との意見交

換や課題の共有を行う。 

○ 国土交通省をはじめ、学識経験者、各省庁及び関係団体における

建築物のバリアフリーに関する取組状況や調査等の共有を行う。 

○ 高齢者、障害者団体、関連業界団体等に対してヒアリングを行

い、今後の国土交通省における建築物のバリアフリーの取組に向

けた参考とする。 

○ 個別課題については、必要に応じてＷＧを設置して議論する。 

 

 

＜構成メンバー（案）＞ 

学識経験者、高齢者・障害者団体、事業者団体、建築関係団体、

地方公共団体、関係省庁等 
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